
日 本 国 米 利 堅 合 衆 国 修 好 通 商 条 約 

 

安 政 五 年 戌 午 六 月 十 九 日 （ 一 八 五 八 ・ 七 ・ 二 九 ） 於 江 戸 

安 政 七 年 四 月 三 日 （ 一 八 六 ○ ・ 五 ・ 二 二 ） 批 准 於 ワ シ ン ト ン 交 換 

帝 国 大 日 本 大 君 と 亜 米 利 加 合 衆 国 大 統 領 と 親 睦 の 意 を 堅 く し 且 永 続

せ し め ん 為 に 両 国 の 人 民 貿 易 を 通 す る 事 を 処 置 し 其 交 際 の 厚 か ら ん

事 を 欲 す る か 為 に 懇 親 及 ひ 貿 易 の 条 約 を 取 結 ふ 事 を 決 し 日 本 大 君 は

其 事 を 井 上 信 濃 守 岩 瀬 肥 後 守 に 命 し 合 衆 国 大 統 領 は 日 本 に 差 越 た る

亜 米 利 加 合 衆 国 の コ ン シ ユ ル ゼ ネ ラ ー ル 、 ト ウ ン セ ン ト 、 ハ ル リ ス

に 命 し 雙 方 委 任 の 書 を 照 応 し て 下 文 の 条 々 を 合 議 決 定 す 

第 一 条 向 後 日 本 大 君 と 亜 米 利 加 合 衆 国 と 世 々 親 睦 な る へ し 

日 本 政 府 は 華 盛 頓 に 居 留 す る 政 事 に 預 る 役 人 を 任 し 又 合 衆 国 の 各 港

の 内 に 居 留 す る 諸 取 締 の 役 人 及 ひ 貿 易 を 処 置 す る 役 人 を 任 す へ し 其

政 事 に 預 る 役 人 及 頭 立 た る 取 締 の 役 人 は 合 衆 国 に 到 着 の 日 よ り 其 国

の 部 内 を 旅 行 す へ し 

合 衆 国 の 大 統 領 は 江 戸 に 居 留 す る ヂ プ ロ マ チ ー キ 、 ア ゲ ン ト を 任 し

又 此 約 書 に 載 る 亜 米 利 加 人 民 貿 易 の 為 に 開 き た る 日 本 の 各 港 の 内 に

居 留 す る コ ン シ ユ ル 又 は コ ン シ ユ ラ ー ル 、 ア グ ン ト 等 を 任 す へ し 其

日 本 に 居 留 す る ヂ プ ロ マ ー キ 、 ア グ ン ト  に コ ン シ ユ ル 、 ゼ ネ ラ ー

ル は 職 務 を 行 ふ 時 よ り 日 本 国 の 部 内 を 旅 行 す る 免 許 あ る へ し 

第 二 条 日 本 国 と 欧 羅 巴 中 の 或 る 国 と の 間 に 差 障 起 る 時 は 日 本 政 府

の 嘱 に 応 し 合 衆 国 の 大 統 領 和 親 の 媒 と 為 り て 扱 ふ へ し 

合 衆 国 の 軍 艦 大 洋 に て 行 遇 た る 日 本 船 へ 公 平 な る 友 睦 の 取 計 あ る へ

し 且 亜 米 利 加 コ ン シ ユ ル の 居 留 す る 港 に 日 本 船 の 入 る 事 あ ら は 其 各

国 の 規 定 に よ り て 友 睦 の 取 計 あ る へ し 

第 三 条 下 田 箱 館 の 外 次 に い ふ 所 の 場 所 を 左 の 期 限 よ り 開 く へ し 

神 奈 川 午 三 月 よ り 凡 十 五 箇 月 の 後 よ り 

西 洋 紀 元 千 八 百 五 十 九 年 七 月 四 日 

長 崎 同 断 

同 断 

新 潟 同 断 凡 二 十 箇 月 の 後 よ り 

同 千 八 百 六 十 年 一 月 一 日 

兵 庫 同 断 凡 五 十 六 箇 月 の 後 よ り 

同 千 八 百 六 十 三 年 一 月 一 日 

若 し 新 潟 港 を 開 き 難 き 事 あ ら は 其 代 り と し て 同 所 前 後 に 於

て 一 港 を 別 に 撰 ふ へ し 

神 奈 川 港 を 開 く 後 六 箇 月 に し て 下 田 港 は 鎖 す へ し 此 箇 条 の 内 に 載 た

る 各 地 は 亜 米 利 加 人 に 居 留 を 許 す へ し 居 留 の 者 は 一 箇 の 地 を 価 を 出

し て 借 り 又 其 所 に 建 物 あ れ は 之 を 買 ふ 事 妨 な く 且 住 宅 倉 庫 を 建 る 事

を も 許 す へ し と 雖 之 を 建 る に 托 し て 要 害 の 場 所 を 取 建 る 事 は 決 し て

為 さ ゝ る へ し 此 掟 を 堅 く せ ん 為 に 其 建 物 を 新 築 改 造 修 補 な と 為 る 事

あ ら ん 時 に は 日 本 役 人 是 を 見 分 す る 事 当 然 た る へ し 

亜 米 利 加 人 建 物 の 為 に 借 り 得 る 一 箇 の 場 所  に 港 々 の 定 則 は 各 港 の

役 人 と 亜 米 利 加 コ ン シ ユ ル と 議 定 す へ し 若 し 議 定 し 難 き 時 は 其 事 件

を 日 本 政 府 と 亜 米 利 加 ヂ プ ロ マ チ ー キ 、 ア ゲ ン ト に 示 し て 処 置 せ し

む へ し 

其 居 留 場 の 周 囲 に 門 墻 を 設 け す 出 入 自 在 に す へ し 

江 戸 午 三 月 よ り 凡 四 十 四 箇 月 の 後 よ り 

千 八 百 六 十 二 年 一 月 一 日 

大 阪 同 断 凡 五 十 六 箇 月 の 後 よ り 

千 八 百 六 十 三 年 一 月 一 日 

右 二 箇 所 は 亜 米 利 加 人 只 商 売 を 為 す 間 に の み 逗 留 す る 事 を 得 へ し 此

両 所 の 町 に 於 て 亜 米 利 加 人 建 家 を 価 を 以 て 借 る へ き 相 当 な る 一 区 の

場 所  に 散 歩 す へ き 規 程 は 追 て 日 本 役 人 と 亜 米 利 加 の ヂ プ ロ マ チ ー

キ 、 ア ゲ ン ト と 談 判 す へ し 

双 方 の 国 人 品 物 を 売 買 す る 事 総 て 障 り な く 其 払 方 等 に 付 て は 日 本 役

人 是 に 立 会 は す 諸 日 本 人 亜 米 利 加 人 よ り 得 た る 品 を 売 買 し 或 は 所 持

す る 倶 に 妨 な し 

軍 用 の 諸 物 は 日 本 役 所 の 外 へ 売 る へ か ら す 尤 外 国 人 互 の 取 引 は 差 構

あ る 事 な し 

此 箇 条 は 条 約 本 書 為 取 替 済 の 上 は 日 本 国 内 へ 触 れ 渡 す へ し 
米  に 麦 は 日 本 逗 留 の 亜 米 利 加 人  に 船 に 乗 組 た る 者 及 ひ 船 中 旅 客

食 料 の 為 の 用 意 は 與 ふ と も 積 荷 と し て 輸 出 す る 事 を 許 さ す 

日 本 に 産 す る 所 の 銅 余 分 あ れ は 日 本 役 所 に て 其 時 々 公 け の 入 札 を 以

て 払 渡 す へ し 

在 留 の 亜 米 利 加 人 日 本 の 賤 民 を 雇 ひ 且 諸 用 事 に 充 る 事 を 許 す へ し 

第 四 条 總 て 国 地 に 輸 入 輸 出 の 品 々 別 冊 の 通 日 本 役 所 へ 運 上 を 納 む

へ し 

日 本 の 運 上 所 に て 荷 主 申 立 の 価 を 奸 あ り と 察 す る 時 は 運 上 役 よ り 相

当 の 価 を 付 け 其 荷 物 を 買 入 る 事 を 談 す へ し 荷 主 若 し 之 を 否 む 時 は 運

上 所 よ り 付 た る 価 に 従 て 運 上 を 納 む へ し 承 引 す る 時 は 其 価 を 以 て 直

に 買 上 へ し 

合 衆 国 海 軍 用 意 の 品 神 奈 川 長 崎 箱 館 の 内 に 陸 揚 し 庫 内 に 蔵 め て 亜 米

利 加 番 人 守 護 す る も の は 運 上 の 沙 汰 に 及 は す 若 其 品 を 売 払 ふ 時 は 買

入 る 人 よ り 規 定 の 運 上 を 日 本 役 所 に 納 む へ し 

阿 片 の 輸 入 厳 禁 た り 若 し 亜 米 利 加 商 船 三 斤 以 上 を 持 渡 ら ハ 其 過 量 の

品 は 日 本 役 人 之 を 取 上 へ し 

輸 入 の 荷 物 定 例 の 運 上 納 済 の 上 は 日 本 人 よ り 国 中 に 輸 送 す と も 別 に

運 上 を 取 立 る 事 な し 亜 米 利 加 人 輸 入 す る 荷 物 は 此 条 約 に 定 め た る よ

り 余 分 の 運 上 を 納 る 事 な く 又 日 本 船 及 ひ 他 国 の 商 船 に て 外 国 よ り 輸

入 せ る 同 し 荷 物 の 運 上 高 と 同 様 た る へ し 

第 五 条 外 国 の 諸 貨 幣 は 日 本 貨 幣 同 種 類 の 同 量 を 以 て 通 用 す へ し （ 金

は 金 銀 は 銀 と 量 目 を 以 て 比 較 す る を 云 ） 双 方 の 国 人 互 に 物 価 を 償 ふ

に 日 本 と 外 国 と の 貨 幣 を 用 ゆ る 妨 な し 

日 本 人 外 国 の 貨 幣 に 慣 さ れ は 開 港 の 後 凡 一 箇 年 の 間 各 港 の 役 所 よ り

日 本 の 貨 幣 を 以 て 亜 米 利 加 人 願 次 第 引 換 渡 す へ し 向 後 鋳 替 の 為 め 分

割 を 出 す に 及 は す 日 本 諸 貨 幣 は （ 銅 銭 を 除 く ） 輸 出 す る 事 を 得  に

外 国 の 金 銀 は 貨 幣 に 鋳 る も 鋳 さ る も 輸 出 す へ し 

第 六 条 日 本 人 に 対 し 法 を 犯 せ る 亜 米 利 加 人 は 亜 米 利 加 コ ン シ ユ ル

裁 断 所 に て 吟 味 の 上 亜 米 利 加 の 法 度 を 以 て 罰 す へ し 亜 米 利 加 人 へ 対

幕末期の主な条約・協定           （参考１）
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し 法 を 犯 し た る 日 本 人 は 日 本 役 人 糺 の 上 日 本 の 法 度 を 以 て 罰 す へ し

日 本 奉 行 所 亜 米 利 加 コ ン シ ユ ル 裁 断 所 は 双 方 商 人 逋 債 等 の 事 を も 公

に 取 扱 ふ へ し 

都 て 条 約 中 の 規 定  に 別 冊 に 記 せ る 所 の 法 則 を 犯 す に 於 て は コ ン シ

ユ ル へ 申 達 し 取 上 品 並 に 過 料 は 日 本 役 人 へ 渡 す へ し 両 国 の 役 人 は 双

方 商 民 取 引 の 事 に 付 て 差 構 ふ 事 な し 

第 七 条 日 本 開 港 の 場 所 に 於 て 亜 米 利 加 人 遊 歩 の 規 定 左 の 如 し 

神 奈 川 六 郷 川 筋 を 限 と し て 其 他 は 各 方 面 へ 凡 十 里 

箱 館   各 方 面 へ 凡 十 里 

兵 庫   京 都 を 距 る 事 十 里 の 地 へ は 亜 米 利 加 人 立 入 さ る 筈

に 付 其 方 角 を 除 き 各 方 へ 十 里 且 兵 庫 に 来 る 船 々 の

乗 組 人 は 猪 名 川 よ り 海 湾 迄 の 川 筋 を 越 ゆ へ か ら す 

都 て 里 数 は 各 港 の 奉 行 所 又 は 御 用 所 よ り 陸 路 の 程 度 な り （ 一

里 は 亜 米 利 加 の 四 千 二 百 七 十 五 ヤ ル ド 日 本 の 凡 三 十 三 町 四

十 八 間 一 尺 五 寸 二 分 に 当 る ） 

長 崎   其 周 囲 に あ る 御 料 所 を 限 と す 

新 潟 は 治 定 の 上 境 界 を 定 む へ し 

亜 米 利 加 人 重 立 た る 悪 事 あ り て 裁 断 を  又 は 不 身 持 に て 再 ひ 裁 許 に

処 せ ら れ し 者 は 居 留 の 場 所 よ り 一 里 外 に 不 可 出 其 者 等 は 日 本 奉 行 所

よ り 国 地 退 居 の 儀 を 其 地 在 留 の 亜 米 利 加 コ ン シ ユ ル に 達 す へ し 

其 者 共 諸 引 合 等 奉 行 所  に コ ン シ ユ ル 糺 済 の 上 退 去 の 期 限 猶 豫 の 儀

は コ ン シ ユ ル よ り 申 立 に 依 て 相 協 ふ へ し 尤 其 期 限 は 決 し て 一 箇 年 を

越 ゆ へ か ら す 

第 八 条 日 本 に 在 る 亜 米 利 加 人 自 ら 其 国 の 宗 法 を 念 し 礼 拝 堂 を 居 留

場 の 内 に 置 も 障 り な し  に 其 建 物 を 破 壊 し 亜 米 利 加 人 宗 法 を 自 ら 念

す る を 妨 る 事 な し 亜 米 利 加 人 日 本 人 の 堂 宮 を 毀 傷 す る 事 な く 又 決 し

て 日 本 神 佛 の 礼 拝 を 妨 け 神 体 佛 像 を 毀 る 事 あ る へ か ら す 

双 方 の 人 民 互 に 宗 旨 に 付 て の 争 論 あ る へ か ら す 日 本 長 崎 役 所 に 於 て

踏 絵 の 仕 来 は 既 に 廃 せ り 

第 九 条 亜 米 利 加 コ ン シ ユ ル の 願 に 依 て 都 て 出 奔 人  に 裁 許 の 場 よ

り 逃 去 し 者 を 召 捕 又 は コ ン シ ユ ル 捕 へ 置 た る 罪 人 を 獄 に 繫 く 事 協 ふ

へ し 且 陸 地 並 に 船 中 に 在 る 亜 米 利 加 人 に 不 法 を 戒 め 規 則 を 遵 守 せ し

む る か 為 に コ ン シ ユ ル 申 立 次 第 助 力 す へ し 右 等 の 諸 入 費 並 に 願 に 依

て 日 本 の 獄 に 繫 き た る 者 の 雜 費 は 都 て 亜 米 利 加 コ ン シ ユ ル よ り 償 ふ

へ し 

第 十 条 日 本 政 府 合 衆 国 よ り 軍 艦 蒸 気 船 商 船 鯨 漁 船 大 砲 軍 用 器  に

兵 器 の 類 其 他 要 需 の 諸 物 を 買 入 れ 又 は 製 作 を 誂 へ 或 は 其 国 の 学 者 海

陸 軍 法 の 士 諸 科 の 職 人  に 船 夫 を 雇 ふ 事 意 の 儘 た る へ し 

都 て 日 本 政 府 注 文 の 諸 物 品 は 合 衆 国 よ り 輸 送 し 雇 入 る ゝ 亜 米 利 加 人

は 差 支 な く 本 国 よ り 差 送 る へ し 合 衆 国 親 交 の 国 と 日 本 国 萬 一 戦 争 あ

る 間 は 軍 中 制 禁 の 品 々 合 衆 国 よ り 輸 出 せ す 且 武 事 を 扱 ふ 人 々 は 差 送

ら さ る へ し 

第 十 一 条 此 条 約 に 添 た る 商 法 の 別 冊 は 本 書 同 様 双 方 の 臣 民 互 に 遵

守 す へ し 

第 十 二 条 安 政 元 年 寅 三 月 三 日 （ 即 千 八 百 五 十 四 年 三 月 三 日 ） 神 奈 川

に 於 て 取 替 し た る 条 約 の 中 此 条 々 に 齟 齬 す る 廉 は 取 用 ひ す 同 四 年 巳

五 月 二 十 六 日 （ 即 千 八 百 五 十 七 年 六 月 十 七 日 ） 下 田 に 於 て 取 替 し た

る 約 書 は 此 条 約 中 に 盡 せ る に 依 て 取 捨 へ し 

日 本 貴 官 は 委 任 の 役 人 と 日 本 に 来 れ る 合 衆 国 の ヂ プ ロ マ チ ー キ 、 ア

ゲ ン ト と 此 条 約 の 規 則  に 別 冊 の 条 を 全 備 せ し む る 為 に 要 す へ き 所

の 規 律 等 談 判 を 遂 く へ し 

第 十 三 条 今 よ り 凡 百 七 十 一 箇 月 の 後 （ 即 千 八 百 七 十 二 年 七 月 四 日 に

当 る ） 双 方 政 府 の 存 意 を 以 て 両 国 の 内 よ り 一 箇 年 前 に 通 達 し 此 条 約

 に 神 奈 川 条 約 の 内 存 し 置 く 箇 条 及 ひ 此 書 に 添 た る 別 冊 共 に 双 方 委

任 の 役 人 実 験 の 上 談 判 を 尽 し 補 ひ 或 は 改 る 事 を 得 へ し 

第 十 四 条 右 条 約 の 趣 は 来 る 未 年 六 月 五 日 （ 即 千 八 百 五 十 九 年 七 月 四

日 ） よ り 執 行 ふ へ し 此 日 限 或 は 其 以 前 に て も 都 合 次 第 に 日 本 政 府 よ

り 使 節 を 以 て 亜 米 利 加 華 盛 頓 府 に 於 て 本 書 を 取 替 す へ し 若 無 余 儀 子

細 あ り て 此 期 限 中 本 書 取 替 し 済 す と も 条 約 の 趣 は 此 期 限 よ り 執 行 ふ

へ し 

 
日 本 開 き た る 港 々 に 於 て 亜 米 利 加 商 民 貿 易 の 章 程 

第 一 則 

日 本 開 港 の 場 所 へ 亜 米 利 加 商 船 入 津 次 第 二 十 四 時 中 （ 亜 米 利 加 の 四

十 八 時 但 日 曜 日 を 除 く ） に 船 司 又 は 頭 立 た る 者 よ り 日 本 役 所 へ 亜 米

利 加 コ ン シ ユ ル の  取 の 書 付 を 差 出 す へ し 

此  取 書 は 亜 米 利 加 国 の 掟 通 り 認 た る 船 目  其 外 の 書 類 を 亜 米

利 加 コ ン シ ユ ル へ 預 け た る  取 書 な り 

並 に 其 者 共 其 船 の 差 出 書 を 出 す へ し 

右 は 入 津 の 船 の 名 其 船 の 仕 出 し 場 の 港 の 名 噸 数 船 司 或 は 頭 立 た る

者 の 名 乗 来 る 旅 人 の 名 （ 乗 組 有 之 節 は 認 入 る ） 一 船 の 乗 組 人 数 を

認 た る 者 に し て 書 面 の 通 相 違 無 之 旨 を 船 司 或 は 頭 立 た る 者 奥 書 致

し 證 拠 と し て 当 人 の 名 前 を 認 入 た る 者 な り 

同 時 に 其 船 積 荷 の 告 書 を 役 所 に 預 く へ し 

右 は 其 荷 物 の 譜 牃  に 番 付 且 其 入 目 斤 数 等 を 送  に 認 め し 通 に 写

し 荷 物 引  先 の 人 々 の 名 を 記 せ る 者 な り 

船 中 用 意 の 品 物 の 目 録 も 告 書 へ 加 ふ へ し 

但 船 中 用 意 の 品 も 書 面 通 相 違 無 之 旨 船 司 又 は 頭 立 た る 者 奥 書 し 其

名 前 を 記 す へ し 

此 告 書 の 文 面 相 違 の 廉 日 本 十 二 時 （ 亜 米 利 加 の 二 十 四 時 但 日 曜 日 を

除 く ） の 中 に 心 附 改 る に 於 て は 過 料 の 沙 汰 に 及 は す 若 其 期 限 後 に 至

り 書 改 る 歟 又 は 告 書 に 書 入 れ す る に 於 て は 十 五 ド ル ラ ル の 過 料 を 日

本 役 所 に 納 む へ し 

積 荷 総 目  告 書 中 に 載 さ る 品 を 陸 揚 す る に 於 て は 其 品 二 重 の 運 上

を 日 本 役 所 に 納 む へ し 船 司 或 は 頭 立 た る 者 入 港 の 手 数 納 方 前 書 の 期

限 に 後 る ゝ 時 は 過 料 と し て 一 日 怠 る 毎 に 六 十 ド ル ラ ル の 過 料 を 日 本

役 所 に 納 む へ し 

第 二 則 

日 本 政 府 よ り 其 港 内 入 津 の 船 々 （ 軍 艦 を 除 く ） 運 上 方 改 の 役 人 乗 組

ま す る 儀 当 然 た る べ し 乗 組 の 者 共 は 右 役 人 に 対 し 不 敬 無 之 丁 寧 に 取
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扱 い た し 船 中 可 成 丈 相 当 の 用 便 を 為 す へ し 夜 中 は 日 本 役 所 よ り 許 な

く し て 荷 卸 す へ か ら す 

荷 揚 前 船 々 出 入 口 荷 物 仕 舞 置 戸 口 〆 リ 口 共 夜 中 は 日 本 役 人 錠 を 卸 し

或 は 印 封 し 夫 々 の 取 締 を 為 し 置 へ し 萬 一 許 な く 之 を 開 き 又 は 錠 印 封

を 破 り 品 物 を 引 出 す 等 の 者 は 其 犯 せ る 人 毎 に 六 十 ド ル ラ ル の 過 料 を

日 本 役 所 に 取 立 へ し 

日 本 役 所 へ 当 然 の 差 出 書 を 出 さ す し て 荷 卸 い た し 或 は 其 事 を 謀 れ る

品 々 は 次 の 箇 条 に 定 め た る 通 取 押 へ 日 本 役 所 に 取 上 へ し 

荷 物 の 中 積 荷 目  に 載 さ る 品 々 を 取 隠 し 置 収 納 を 減 せ ん と 仕 組 た

る 者 は 其 品 を 日 本 役 所 に 取 上 へ し 

日 本 の 開 か さ る 港 に て 密 売 買 を 為 す は 勿 論 其 仕 組 有 之 亜 米 利 加 船 は

其 品 を 日 本 役 所 に 取 上 の 上 犯 せ る 毎 に 千 ド ル ラ ル の 過 料 を 納 む へ し

修 復 の 為 入 津 の 船 々 は 運 上 な く 積 荷 を 陸 揚 し 日 本 役 所 へ 預 る へ し と

雖 蔵 敷 作 事  に 番 人 等 の 諸 入 用 は 相 当 の 償 を 出 す へ し 

若 し 其 荷 物 の 内 を 売 払 ふ 時 は 其 荷 物 丈 は 規 定 の 通 日 本 役 所 に 運 上 を

納 む へ し 

積 荷 を 同 港 内 の 他 船 へ 移 す 時 は 日 本 役 人 見 分 の 上 事 情 明 白 に 相 分 り

免  を 受 る 上 は 定 の 運 上 な し 阿 片 の 輸 入 厳 禁 た り 然 る に 密 商 し 又 其

事 を 謀 る 輩 は 阿 片 一 斤 毎 に 十 五 ラ ル ド ル の 過 料 を 日 本 役 所 に 納 む へ

し 其 組 合 の 人 数 の 多 少 に 拘 ら す 此 法 を 以 て す へ し 

第 三 則 

品 物 を 送 る 荷 主 又 は 引 受 先 の 者 よ り 入 津 の 荷 物 を 陸 揚 せ ん と す る 者

は 其 積 荷 の 差 出 書 を 日 本 役 所 に 出 す へ し 

此 書 面 は 荷 主 又 は 引 受 人 の 名 前 積 送 た る 船 の 名 荷 物 の 譜 牃 番 付 其

積 荷 の 斤 数 石 高 毎 品 の 代 料 を 認 め 其 総 〆 高 を 其 書 付 の 末 に 認 む へ

し 

都 て 此 差 出 書 付 は 持 主 又 引 受 人 認 た る 偽 な き 価 を 申 立 る 書 面 に て 日

本 役 所 の 規 定 に 触 れ た る 隠 し 荷 物 な き 證 拠 と し て 銘 々 名 前 を 記 す へ

し 

右 之 通 積 荷 目  差 出 等 の 書 類 日 本 役 所 に 差 出 し 右 書 付 引 合 せ 積 荷

用 意 品 等 取 調 済 迄 は 品 物 と も 日 本 役 所 の 預 り た る へ し 

日 本 役 所 右 之 通 差 出 た る 荷 物 の 内 或 は 総 体 を 定 式 の 通 改 む へ し 

若 し 運 上 役 所 に 引 上 け 改 る 事 あ る 時 は 輸 入 人 の 失 費 相 掛 け す 可 成 丈

品 物 の 損 せ さ る 様 に 致 し 改 済 の 上 は 元 の 如 く 始 末 す へ し 尤 取 調 方 格

外 時 日 を 費 さ ゝ る へ し 

荷 主 或 は 輸 入 人 銘 々 持 受 の 品 改 済 役 所 よ り 引 渡 さ ゞ る 以 前 輸 入 の 途

中 （ 日 本 役 所 へ 差 出 さ ざ る 以 前 の 事 を い ふ ） 破 壊 損 傷 の 品 々 心 附 く

時 は 当 人 よ り 其 段 運 上 役 所 に 申 立 其 品 取 扱 ふ 職 業 の 廉 潔 な る 者 両 人

以 上 出 会 直 組 致 さ せ 其 荷 物 毎 に 損 し 高 を 分 割 に 記 し 其 譜 牃 番 数 共 に

證 書 に 相 認 込 へ し 尤 日 本 役 人 立 会 に て 直 組 人 等 名 を 記 す へ し 右 の 證

札 兼 々 持 参 の 差 出 書 へ 添 へ 総 高 の 内 を 引 落 す へ し 尤 条 約 第 四 箇 条 の

取 極 の 通 運 上 役 所 に て 取 扱 ふ 事 故 障 あ る へ か ら す 

諸 運 上 納 済 の 後 運 上 役 所 よ り 陸 揚 不 苦 段 免 許  を 渡 す へ し 品 物 渡 方

は 運 上 役 所 に て も 船 中 に て も 其 者 の 願 に 任 す へ し 

輸 出 に 極 り た る 荷 物 は 船 に 輸 送 す る 前 廣 に 運 上 役 所 へ 船 名 荷 物 の 譜

牃 番 付 入 高 斤 数 量 目 性 合  に 代 料 を 記 せ る 差 出 書 付 を 出 し 書 面 の 通

聊 偽 な き 由 を 輸 出 入 等 證 拠 と し て 其 名 前 を 認 む へ し 運 上 役 所 へ 差 出

し 以 前 船 中 へ 積 込 た る 荷 物  に 運 上 役 所 へ 差 出 し 済 の 上 禁 制 の 品 を

竊 に 荷 積 の 内 へ 入 れ 有 之 は 改 の 上 日 本 役 所 に 取 上 へ し 船 中 当 用 の 品

又 は 乗 組 旅 客 の 当 用 衣 類 等 は 運 上 役 所 に 差 出 さ ゞ る へ し 

第 四 則 

出 港 手 数 を 願 ふ 船 々 は 日 本 十 二 時 （ 亜 米 利 加 の 二 十 四 時 ） 前 に 運 上

役 所 へ 申 立 へ し 此 期 限 中 に 右 手 数 遅 々 せ さ る 様 取 扱 ふ は 勿 論 た る へ

し 右 手 数 差 止 る 事 あ ら は 日 本 役 人 よ り 船 司 又 は 頭 立 た る 者  に 其 船

荷 の 取 引 人 等 へ 其 段 申 渡 し 亜 米 利 加 コ ン シ ユ ル に 申 達 す へ し 合 衆 国

の 軍 艦 は 入 港 出 港 運 上 筋 の 手 数 に 及 は す 運 上 役 人  に 番 兵 等 差 構 ふ

事 な し 

合 衆 国 飛 脚 の 為 の 蒸 気 船 は 入 港 出 港 の 手 数 を 一 日 に 致 し 日 本 に 上 陸

す る 旅 客  に 品 々 の 外 は 告 書 差 出 し 書 面 の 手 数 な し と 雖 何 箇 度 に て

も 入 港 の 度 毎 に 出 港 入 港 の 手 数 は い た す へ し 薪 水 食 料 等 用 意 の 為 入

港 の 鯨 漁 船 或 は 難 船 は 其 積 荷 の 告 書 を 出 さ す と 雖 若 其 積 荷 を 売 払 は

ん と 願 ふ 時 は 第 一 則 の 通 定 式 輸 入 の 手 数 を い た す へ し 税 則 並 に 条 約

書 中 に 船 と 唱 ふ る も の は シ キ ツ プ 、 バ ル ク 、 ブ リ ツ キ 、 ス ク ー ネ ル 、

ス ル ー プ 、 蒸 気 船 等 を 総 て い ふ な り 

第 五 則 

日 本 運 上 役 所 の 規 則 に 違 ひ た る 偽 差 出 し 積 荷 目  を 出 し  に 證 書

に 名 前 を 記 せ る 輩 は 其 犯 す 毎 に 百 二 十 五 ド ル ラ ル の 過 料 を 日 本 役 所

に 納 む へ し 

第 六 則 

噸 税 は 日 本 開 港 の 場 所 に 於 て 亜 米 利 加 商 船 よ り 取 立 す と 雖 左 の 規 定

の 通 其 地 々 々 の 運 上 役 所 に 納 む へ し 

一 船 の 入 港 手 数 に 付  十 五 ド ル ラ ル 

一 船 の 出 港 手 数 に 付  七 ド ル ラ ル 

夫 々 の 免  に 付    一 ド ル ラ ル 半 

場 所 々 々 健 固  に 付  一 ド ル ラ ル 半 

其 外 の 各 書 に 付    一 ド ル ラ ル 半 

第 七 則 

総 て 日 本 開 港 の 場 所 へ 陸 上 す る 物 品 に は 左 の 運 上 目  に 従 ひ 其 地

の 運 上 役 所 に 租 税 を 納 む へ し 

第 一 類 

貨 幣 に 造 り た る 金 銀  に 造 ら さ る 金 銀 当 用 の 衣 服 

家 財  に 商 売 の 為 に せ さ る 書 籍 

何 れ も 日 本 居 留 の た め 来 る 者 の 所 持 の 品 に 限 る へ し 

右 の 品 々 は 運 上 な し 

第 二 類 

凡 て 船 の 造 立 綱 具 修 復 或 は 船 装 の 為 に 用 ふ る 品 々 鯨 漁 具 の 類 鯨 塩

漬 食 物 の 諸 類 パ ン  に パ ン の 粉 、 生 た る 鳥 獣 類 、 石 炭 、 家 を 造 る

た め の 材 木 、 米 、 籾 、 蒸 気 の 器 械 、 ト タ ン 、 鉛 、 錫 、 生 絹 

右 の 品 々 は 五 分 の 運 上 を 納 む へ し 

第 三 類 
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都 て 蒸 溜 或 は 醸 し 種 々 の 製 法 に て 造 り た る 一 切 の 酒 類 
右 は 三 割 五 分 の 運 上 を 納 む へ し 

第 四 類 

凡 そ 前 条 に 擧 さ る 品 々 は 何 に 寄 ら す 二 割 の 運 上 を 納 む へ し 金 銀 貨

幣  に 棹 銅 の 外 日 本 産 の 物 積 荷 と し て 輸 出 す る 時 は 五 分 の 運 上 を

納 む へ し 

右 は 神 奈 川 開 港 後 五 年 に 至 り 日 本 役 所 よ り 談 判 次 第 入 港 出 港 の 税

則 を 再 議 す へ し 

 

 

英 国 倫 敦 覚 書 

 

文 久 二 年 壬 戌 五 月 九 日 （ 一 八 六 二 ・ 六 ・ 六 ） 於 ロ ン ド ン 調 印 

日 本 国 内 に 外 国 と の 交 際 を 害 せ る 一 黨 あ り 其 逆 意 之 爲 め 

大 君 及 其 執 政 は 日 本 と 条 約 を 結 ひ し 外 国 と の 交 誼 を 保 護 し 難 し と 思

へ は 是 を 日 本 在 留 の 英 国 女 王 の ミ ニ ス ト ル 江 は 

大 君 の 執 政 よ り 告 け 女 王 の 政 府 江 は 

大 君 よ り 英 国 江 遣 せ る 使 節 よ り 報 告 し た り 

女 王 の 政 府 は 此 報 告 を 熟 考 し 下 に 記 し た る 取 極 を 以 て 千 八 百 五 十 八

年 第 八 月 廿 六 日 大 不 列 顚 と 日 本 と 取 結 た る 条 約 の 第 三 ケ 条 中 之 事 を

施 行 す る を 千 八 百 六 十 三 年 第 一 月 一 日 よ り 算 し 五 年 之 間 延 す こ と を

承 諾 せ ん と 預 定 せ り 右 条 約 第 三 ケ 条 中 に 不 列 顚 人 之 爲 千 八 百 六 十 年

第 一 月 一 日 よ り 新 潟 或 は 日 本 の 西 海 岸 に あ る 他 之 相 當 之 一 港 を 開 き

千 八 百 六 十 三 年 第 一 月 一 日 よ り 兵 庫 を 開 き 且 不 列 顚 人 居 留 之 爲 千 八

百 六 十 二 年 第 一 月 一 日 よ り 江 戸 府 を 開 き 千 八 百 六 十 三 年 第 一 月 一 日

よ り 大 阪 府 を 開 く 事 を 定 め し な り 

英 国 政 府 日 本 の 執 政 に 現 今 其 国 に 在 る 逆 意 之 も の を 鎮 む る 爲 め 要 せ

る 時 限 を 得 せ し め ん か 爲 条 約 上 當 然 之 理 を 抂 而 此 大 事 を 容 允 せ ん と

思 へ り 然 れ と も 英 国 政 府 は 大 君 及 ひ 其 執 政 に 長 崎 箱 館 神 奈 川 港 に 於

て 右 之 外 条 約 中 之 取 極 を 厳 重 に 施 行 し 且 外 国 人 を 擯 斥 す る 古 法 を 廃

し 就 中 左 之 件 々 を 取 除 く へ し 

第 一 千 八 百 五 十 八 年 第 八 月 廿 六 日 之 条 約 十 四 ケ 条 に 基 き 商 物 之 諸

種 を 日 本 人 よ り 外 国 人 に 売 渡 す に 員 数 価 之 事 ニ 付 是 を 拒 む 事 

第 二 諸 職 人 殊 に 工 匠 船 夫 船 艇 傭 夫 事 を 指 南 す る 人 及 ひ 従 僕 等 其 名

に 拘 ら す 是 を 傭 ふ 事 に 付 是 を 拒 む 事 

第 三 諸 大 名 其 産 物 を 市 場 に 送 り 及 其 自 家 之 人 を 以 直 に 是 を 売 を 拒

む 事 

第 四 運 上 所 之 役 人 及 他 之 士 人 之 中 賞 を 取 る 存 意 あ り て 彼 是 事 ニ 付

拒 む 事 

第 五 長 崎 箱 館 神 奈 川 港 に 於 て 外 国 人 と 交 易 す る 人 に 身 分 の 限 程 を

立 て 之 を 許 す を 拒 む 事 

第 六 日 本 人 と 外 国 人 の 間 に 懇 親 の 徒 か ら 勝 手 に 交 る を 拒 む 事 

右 の 取 極 は 素 よ り 条 約 に 於 て 

大 君 及 執 政 之 守 遵 す へ き 所 な れ は 若 し 此 取 極 を 厳 密 に 遵 守 せ さ る 時

は 英 国 政 府 上 に 述 た る 千 八 百 六 十 三 年 第 一 月 一 日 よ り 算 し た る 五 年

の 期 限 中 何 時 に て も 此 書 付 に 載 せ 港 都 之 事 に 付 た る 允 諾 を 止 め 千 八

百 五 十 八 年 第 八 月 廿 六 日 の 条 約 に あ る ケ 条 を 遅 延 せ す 盡 く 施 行 し 上

に 言 る 所 の 港 都 を 英 人 の 交 易 居 留 の 爲 に 開 く へ き 事 を 

大 君 及 び 其 執 政 に 促 す の 理 あ る へ し 

英 国 女 王 江 差 遣 さ れ た る 

大 君 の 使 節 は 日 本 歸 国 の 上 外 国 交 易 の 爲 に 対 馬 の 港 を 開 く の 処 置 且

利 益 あ る 趣 書 を 

大 君 及 執 政 に 述 へ し 此 処 置 は 日 本 之 利 益 を 現 に 進 歩 せ し む る の 擧 な

り 且 使 節 よ り 説 述 し 大 君 及 執 政 に 其 厚 意 を 欧 羅 巴 人 民 に 示 し 日 本 に

輸 入 せ る 酒 類 の 税 を 減 し 玻 璃 器 を 五 分 税 を 収 む る 諸 品 中 に 加 入 す る

を 許 し て 日 本 と 欧 羅 巴 と の 交 易 を 盛 に せ ん と 欲 す る 意 あ る を 示 さ し

む へ し 

此 擧 に よ り て 条 約 取 結 之 節 失 念 せ し を 補 ふ へ し 使 節 尚 

大 君 及 執 政 に 横 浜 長 崎 に 納 屋 を 取 建 る の 処 置 を 上 告 す へ し 此 納 屋 は

陸 揚 す る 荷 物 を 日 本 士 官 の 取 締 に て 預 り 置 輸 入 主 其 荷 物 の 買 請 人 を

得 輸 入 税 を 拂 ひ 之 れ を 他 所 に 移 す の 用 意 あ る 迄 は 税 を 拂 ふ 事 な く 入

置 爲 な り 英 国 女 王 の 外 国 事 務 特 派 セ ク レ タ リ ー 

大 君 の 使 節 共 に 此 覚 書 に 手 記 し 此 書 を セ ク レ タ リ ー よ り は 日 本 在 留

の 英 国 女 王 の 公 使 に 送 り 使 節 よ り は 

大 君 及 執 政 に 送 り 千 八 百 六 十 二 年 第 六 月 六 日 双 方 に て 協 議 せ る 証 と 

す 

 

 

改 税 約 書 

 

慶 応 二 年 五 月 十 三 日 （ 一 八 六 六 ・ 六 ・ 二 五 ） 

英 仏 米 蘭 四 公 使 ト 於 江 戸 各 国 文 ヲ 以 テ 五 通 ニ 認 メ 各 通 ニ 連 名 調 印 

日 本 安 政 五 戌 午 （ 西 洋 千 八 百 五 十 八 年 ） 日 本 政 府 と 大 貌 利 太 尼 亜 、

仏 蘭 西 、 亜 米 利 加 合 衆 国 、 荷 蘭 、 四 箇 国 と 取 結 ひ 条 約 に 添 た る 交 易

規 則 第 七 則 に 定 め 置 し 通 り 其 輸 入 輸 出 の 運 上 目  を 改 む へ き 旨 右

四 箇 国 の 名 代 人 夫 々 の 政 府 よ り 一 様 の 命 令 を 受 け 且 又 日 本 慶 応 元 年

乙 丑 十 月 （ 西 洋 千 八 百 六 十 五 年 第 十 一 月 ） 四 箇 国 の 名 代 人 大 阪 に 赴

き し 折 日 本 政 府 よ り 輸 入 輸 出 の 諸 品 都 て 価 五 分 の 運 上 を 基 本 と し て

右 運 上 目  を 猶 豫 な く 改 む へ き 趣 を 約 束 し 将 日 本 政 府 は 外 国 と の

交 易 を 盛 ん に し 和 親 の 交 際 益 篤 か ら ん 事 を 欲 す る の 證 を 更 に 顕 は さ

ん か 爲 め 日 本 外 国 事 務 老 中 水 野 和 泉 守 殿 大 貌 利 太 尼 亜 の 名 代 人 シ ル 、

ハ ル リ ー 、 エ ス 、 パ ー ク ス 、 仏 蘭 西 の 名 代 人 モ ツ シ ユ ル 、 レ オ ン ロ

セ ス 亜 米 利 加 合 衆 国 名 代 人 エ 、 ル 、 シ 、 ポ ル ト メ ン 、 エ ス ク ワ イ ル

荷 蘭 の 名 代 人 モ ツ シ ユ ル 、 ド 、 デ 、 ガ ラ ー フ 、 フ ア ン 、 ポ ル ス ブ ル

ツ ク 合 議 の 上 左 の 十 二 条 を 決 定 せ り 

第 一 条 各 政 府 の 名 代 人 と し て 此 度 約 書 を 議 定 せ し 、 全 権 は 此 約 書 に

添 た る 運 上 目  を 採 用 し 各 政 府 の 臣 民 皆 堅 く 之 を 遵 守 す へ き 事 と

せ り 

其 運 上 目  は 日 本 と 右 四 箇 国 と 取 結 た る 条 約 に 添 た る 元 の 運 上 目

 に 代 る の み な ら す 又 日 本 政 府 と 大 貌 利 太 尼 亜 、 仏 蘭 西 、 亜 米 利 加
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合 衆 国 政 府 と 是 迄 度 々 取 結 た る 右 運 上 目  に 関 係 せ る 別 約 に も 代

れ る も の と す 右 新 運 上 目 録 取 行 ふ 事 神 奈 川 に 於 て は 日 本 慶 応 二 年 丙

寅 五 月 十 九 日 （ 西 洋 千 八 百 六 十 六 年 第 七 月 一 日 ） よ り 長 崎 箱 館 に 於

て は 同 六 月 廿 一 日 （ 第 八 月 一 日 ） よ り と す 

第 二 条 此 度 の 約 書 に 添 た る 運 上 目 録 は 調 印 の 日 よ り 日 本 と 右 四 箇

国 の 取 結 た る 条 約 の 内 に 併 せ た れ は 日 本 來 壬 申 年 中 （ 西 洋 千 八 百 七

十 二 年 第 七 月 一 日 ） に 至 り 改 む へ し と 雖 も 茶 生 絲 運 上 の 分 は 此 度 の

約 書 調 印 よ り 二 箇 年 の 後 雙 方 の 内 何 れ の 方 よ り な り と も 六 箇 月 前 に

告 知 し 前 三 箇 年 中 平 均 相 場 の 五 分 に 基 き 之 を 改 る 事 を 求 む へ し 又 材

木 の 運 上 は 此 度 の 約 書 調 印 よ り 六 箇 月 後 に 告 知 し て 時 相 場 に 従 ひ 運

上 を 納 る 事 を 改 め て 品 物 に 従 ひ 運 上 高 を 定 む る 事 を 得 へ し 

第 三 条 元 条 約 に 添 た る 交 易 規 則 の 第 六 則 に 従 ひ 是 迄 取 立 来 れ る 免

状 料 は 此 度 よ り 相 廃 せ り 尤 荷 物 陸 揚 船 積 に 付 て の 免 状 は 是 迄 通 り た

る へ し と 雖 も 以 後 は 其 謝 銀 を 出 す 事 な か る へ し 

第 四 条 神 奈 川 に 於 て 日 本 慶 応 二 年 丙 寅 五 月 十 九 日 （ 西 洋 千 八 百 六 十

六 年 第 七 月 一 日 ） 長 崎 、 箱 館 に 於 て 日 本 慶 応 二 年 丙 寅 八 月 二 十 三 日

（ 西 洋 千 八 百 六 十 六 年 第 十 月 一 日 ） よ り 日 本 政 府 輸 入 す る 者 の 求 に

応 し 運 上 を 納 る 事 な く 其 輸 入 品 を 蔵 に 入 置 用 意 を 為 す へ し 日 本 政 府

に て 其 品 を 預 り 置 間 は 盗 難 竝 風 雨 の 損 害 な き 様 引 受 へ し 尤 火 難 は 政

府 に て は 引 受 す と 雖 も 外 国 商 人 共 右 荷 物 火 難 の 受 合 十 分 出 来 す へ き

様 堅 固 の 土 蔵 を 取 建 へ し 就 て は 荷 物 を 輸 入 す る 人 又 は 荷 主 之 を 蔵 よ

り 引 取 ら ん と す る 時 は 運 上 目 録 通 り の 運 上 を 拂 ふ へ し 其 品 物 を 再 ひ

輸 出 せ ん と 欲 す る 時 は 輸 入 運 上 を 納 む る に 及 は す 荷 物 を 引 取 る 節 は

何 れ に も 蔵 敷 を 拂 ふ へ し 右 蔵 敷 高 竝 貸 蔵 取 扱 向 規 則 は 雙 方 相 談 の 上

議 定 す へ し 

第 五 条 日 本 の 産 物 は 運 送 の 陸 路 水 路 修 復 の 為 諸 商 売 に 付 て 取 立 る

通 例 の 運 上 の 外 は 別 に 運 送 運 上 を 納 む る 事 な く 日 本 の 内 何 れ の 地 よ

り も 外 国 交 易 の 為 開 き た る 各 港 へ 運 送 す る 事 勝 手 た る へ し 

第 六 条 日 本 と 外 国 と の 条 約 中 に 外 国 貨 幣 は 日 本 貨 幣 と 同 種 同 様 の

割 合 を 以 て 通 用 す へ し と 取 極 た る 箇 条 に 従 ひ 是 迄 日 本 運 上 所 に て 墨

其 西 哥 ド ル ラ ル を 以 て 運 上 を 納 む る 時 は 壹 分 銀 の 量 目 に 比 較 し ド ル

ラ ル 百 枚 を 壹 分 銀 三 百 十 一 箇 の 割 合 を 以 て 請 取 来 れ り 然 る 処 日 本 政

府 に 於 て 右 仕 来 を 改 め 総 て 外 国 の 貨 幣 日 本 の 貨 幣 と 引 替 る 事 に 障 り

な き 様 に し 又 日 本 通 用 の 貨 幣 を 不 足 な き 様 に し 交 易 を 便 利 に せ ん 事

を 欲 す る に よ り 日 本 金 銀 吹 立 所 を 盛 大 に せ ん 事 を 決 せ り 然 る 上 は 日

本 人 又 は 外 国 人 よ り 差 出 す へ き 総 て 外 国 金 銀 貨 幣 竝 地 金 は 日 本 貨 幣

に 吹 替 へ 其 諸 雑 費 を 差 引 其 質 の 真 位 を 以 て 其 為 め 定 め た る 場 所 に 於

て 引 替 ん と す 此 処 置 を 行 ふ 爲 め 日 本 と 条 約 を 取 結 ひ し 各 国 は 此 条 約

に 書 載 た る 貨 幣 通 用 に 関 係 せ る 箇 条 を 改 む る 事 緊 要 な れ ば 右 箇 条 を

改 む る 様 日 本 政 府 よ り 申 談 し 承 諾 の 上 日 本 来 丁 卯 十 一 月 中 （ 西 洋 千

八 百 六 十 六 年 第 一 月 一 日 ） よ り 其 処 置 を 取 行 ふ へ し 吹 替 の 雑 費 と し

て 取 立 へ き 高 の 割 合 は 向 後 雙 方 の 全 権 協 議 の 上 定 む へ し 

第 七 条 運 上 所 諸 取 扱 向 荷 物 の 陸 揚 船 積 及 ひ 船 人 足 小 遣 等 雇 方 に 付

開 港 場 に 於 て 是 迄 訴 出 た る 不 都 合 を 除 か ん か 為 に 各 開 港 場 の 奉 行 速

に 外 国 の コ ン シ ユ ル と 談 判 に 及 ひ 雙 方 協 議 の 上 右 の 不 都 合 決 し て 無

之 様 規 則 を 立 て 交 易 の 道 竝 各 人 の 所 務 を 可 成 丈 容 易 く し 且 安 全 な ら

し む る 様 雙 方 爰 に 議 定 せ り 

右 規 則 の 内 に は 各 港 に 於 て 外 国 人 荷 物 陸 揚 船 積 の 為 に 用 ふ る 波 戸 場

の 内 に て 荷 物 雨 露 に 損 せ さ る 様 小 屋 掛 を 作 る 事 を 書 入 へ し 

第 八 条 日 本 人 身 分 に 拘 は ら す 日 本 開 港 場 又 は 海 外 に 於 て 旅 客 又 は

荷 物 を 送 る へ き 各 種 の 帆 前 船 蒸 気 船 共 買 入 る ゝ 事 勝 手 た る へ し 尤 軍

艦 は 日 本 政 府 の 免 許 な け れ は 買 入 る ゝ 事 を 得 す 

日 本 人 買 入 た る 諸 外 国 船 は 蒸 気 船 は 一 噸 に 付 壹 分 銀 三 箇 帆 前 船 は 一

噸 に 付 壹 分 銀 一 箇 の 運 上 を 定 通 り 相 納 る 時 は 日 本 の 船 と し て 船 籍 に

書 載 す へ し 尤 其 船 の 噸 数 を 定 む る 為 め 日 本 長 官 の 需 に 応 じ 其 筋 の コ

ン シ ユ ル よ り 本 国 の 船 目 録 の 写 を 相 示 し 其 真 を 證 す へ し 

第 九 条 日 本 と 右 四 箇 国 と 取 結 ひ た る 条 約 且 日 本 政 府 の 使 節 日 本 文

久 二 年 壬 戌 五 月 九 日 （ 西 洋 千 八 百 六 十 二 年 第 六 月 六 日 ） 大 貌 利 太 尼

亜 政 府 へ 送 れ る 覚 書 及 ひ 同 閏 八 月 十 三 日 （ 第 十 月 六 日 ） 仏 蘭 西 政 府

へ 送 れ る 覚 書 に 載 せ た る 別 約 に 従 ひ 日 本 人 と 外 国 人 と 交 易 又 は 交 通

す る 事 の 妨 を 全 く 除 く へ き 趣 を 以 て 日 本 政 府 よ り 既 に 触 書 を 達 し た

り 就 て は 日 本 の 諸 商 人 政 府 役 人 の 立 合 な く 相 対 に 日 本 の 開 港 場 及 ひ

此 約 書 中 第 十 条 に 載 せ た る 仕 方 に て 海 外 へ 出 る 許 し を 得 れ ば 各 外 国

に 於 て も 外 国 商 人 と 交 易 す る 事 勝 手 た る へ く 尤 日 本 商 人 通 例 商 売 に

付 て 取 立 る 運 上 よ り 余 分 は 日 本 政 府 へ 収 む る 事 な し 且 諸 大 名 竝 に 其

使 用 す る 人 々 現 在 取 締 の 規 則 を 守 り 定 通 の 運 上 を 納 る 時 は 日 本 役 人

の 立 合 な く 諸 外 国 又 は 日 本 の 諸 開 港 場 に 赴 き 其 場 所 に て 交 易 す る 事

右 同 様 勝 手 次 第 た る へ し 

第 十 条 日 本 人 身 分 に 拘 は ら ず 日 本 の 開 港 場 又 は 各 外 国 の 港 々 よ り

日 本 の 開 港 場 又 は 外 国 の 港 々 に 赴 く へ き 日 本 人 所 持 の 船 又 は 条 約 済

外 国 船 に て 荷 物 を 積 入 る る 事 勝 手 た る へ し 且 既 に 日 本 慶 応 二 年 丙 寅

四 月 九 日 （ 西 洋 千 八 百 六 十 六 年 第 五 月 廿 三 日 ） 日 本 政 府 よ り 触 書 を

以 て 布 告 せ し 如 く 其 筋 よ り 政 府 の 印 章 を 得 れ は 修 行 又 は 商 売 す る 為

め 各 外 国 に 赴 く 事 竝 に 日 本 と 親 睦 な る 各 外 国 の 船 中 に 於 て 諸 般 の 職

事 を 勤 む る 事 故 障 な し 外 国 人 雇 置 く 日 本 人 海 外 へ 出 る 時 は 開 港 場 の

奉 行 へ 願 出 政 府 の 印 章 を 得 る 事 妨 け な し 

第 十 一 条 日 本 政 府 は 外 国 交 易 の 為 め 開 き た る 各 港 最 寄 船 々 の 出 入

安 全 の た め 燈 明 台 浮 木 瀨 印 木 等 を 備 ふ へ し 

第 十 二 条 此 約 書 取 行 ふ 以 前 雙 方 政 府 許 允 の 沙 汰 を 侍 に 及 は さ る 故

日 本 慶 応 二 年 丙 寅 五 月 十 九 日 （ 西 洋 千 八 百 六 十 六 年 第 七 月 一 日 ） よ

り 取 行 ふ へ し 

 

運 上 目 録 略 
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